
 

廃第１１３０号－３  

令和７年１２月２３日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

東京都葛飾区水元五丁目１１番２４号 

株式会社カーズ（代表取締役 家高 竜平） 

（法人番号６０１１８０１０１９６６８） 

許 可 の 番 号 第０１２００２１７４３７号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月２３日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社カーズは、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者が、同社の役員に就任していた。 

このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニに該

当するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号

に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



廃第１１３２号－３  

令和７年１２月２３日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）    

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

埼玉県越谷市七左町４－１５－１０ 

ｄｂクリーン株式会社（代表取締役 青栁 未希） 

（法人番号３０３０００１１３０７０８） 

許 可 の 番 号 第０１２００２１０６５５号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月２３日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

ｄｂクリーン株式会社は、令和７年９月１１日、法第１４

条の３の２第１項第２号の規定によって茨城県知事から産

業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けた。 

同社は、同取消処分によって、法第１４条第５項第２号イ

において規定する法第７条第５項第４号ホに該当するに至

ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号に該当す

る。 
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